
平成２６年３月３１日時点 
 

都道府県市民後見人育成事業の概要 

 

都道府県名 大分県 

 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 

委託内容：県下全域において成年後見制度が有効に活用されるよう、市町

村、後見事業実施法人等関係者及び地域住民に対し、成年後見制度の意義・

必要性や市町村社協等の法人を活用した支援体制の構築に係るシンポジウ

ム・討論等を実施を通じ、関係者及び地域住民の権利擁護に係る知識向上と

支援体制の構築・活用に向けた民意の形成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 後見制度に係る研修・シンポジウムの開催 

 （研修内容） 

  ・成年後見制度の概要 

  ・利用対象者の理解 

  ・関係法令の知識や被害者事例の共有 

  ・地域資源を活用した支援体制の構築に係る公開討論 等 

  

（対象者） 

  ・市町村成年後見制度担当職員 

  ・地域包括支援センター職員 

  ・後見制度の実施や市民後見人養成の実施（予定）法人職員 

  ・指定障がい者相談支援事業所職員 

  ・民生委員・児童委員 

  ・自治会・町内会関係者 

  ・一般地域住民 

 

 （開催場所） 

  大分市 

  豊後大野市 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

平成25年8月 関係団体と開催に向けた準備の実施 

平成26年3月 大分市、豊後大野市で実施 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


